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権
限
に
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す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



44

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



45

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



46

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
号

群
馬
県
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



47

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



48

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



49

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



50

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
一
号

群
馬
県
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



51

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



52

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



53

群
馬
県
感
染
症
診
査
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
二
号

群
馬
県
感
染
症
診
査
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



54

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
三
号

群
馬
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例



55

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



56

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
四
号

群
馬
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



57

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



58

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



59

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



60

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



61

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
五
号

群
馬
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



62

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



63

群
馬
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
六
号

群
馬
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



64

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



65

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



66

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



67

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



68

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



69

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
七
号

群
馬
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



70

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



71

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
八
号

群
馬
県
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例



72

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



73

群
馬
県
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
九
号

群
馬
県
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



74

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



75

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
福
祉
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
号

群
馬
県
福
祉
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例



76

群
馬
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
一
号

群
馬
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



77

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



78

群
馬
県
薬
事
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
二
号

群
馬
県
薬
事
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



79

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手

数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
三
号

群
馬
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関

係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



80

群
馬
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
四
号

群
馬
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



81

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



82

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



83

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



84

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



85

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



86

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



87

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



88

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



89

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



90

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



91

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
産
の
生
乳
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
五
号

群
馬
県
産
の
生
乳
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
六
号

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



92

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



93

群
馬
県
勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
七
号

群
馬
県
勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



94

群
馬
県
河
川
総
合
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
八
号

群
馬
県
河
川
総
合
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



95

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
九
号

群
馬
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



96

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



97

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報



98

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
四
十
号

群
馬
県
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
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群
馬
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
及
び
群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
四
十
一
号

群
馬
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
及
び
群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報
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号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
立
青
少
年
自
然
の
家
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
四
十
二
号

群
馬
県
立
青
少
年
自
然
の
家
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
四
十
三
号

公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
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号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
四
十
四
号

群
馬
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報

群
馬
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
四
十
五
号

群
馬
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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号 外 （第６号）令和３年３月２６日（金） 群 馬 県 報

毎週火､金曜日発行
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